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文
化
財
の
所
有
者
、
管
理
者
、

そ
の
他
の
関
係
者
や
文
化
財
施

設
の
周
辺
地
域
住
民
の
方
に
、

火
災
、
地
震
、
そ
の
他
の
災
害

か
ら
文
化
財
を
守
る
た
め
の
防

火
防
災
体
制
の
充
実
強
化
を
呼

び
か
け
た
り
、
文
化
財
に
対
す

る
都
民
の
防
火
意
識
の
高
揚
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

※
文
化
財
防
火
デ
ー
は
、
昭
和

　
24
年
１
月
26
日
に
法
隆
寺
金

　
堂
壁
画
が
火
災
に
よ
り
焼
失

　
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
定

　
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
秋
川
消
防
署
と
市
消
防
団

（
第
５
分
団
）
な
ど
で
、
文
化

財
防
火
デ
ー
に
合
わ
せ
て
訓
練

を
行
い
ま
す
。

▽
日
時
　
１
月
26
日
（火）
　
午
前

　
10
時
（
予
定
）

▽
場
所
　
広
徳
寺

▽
問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災

　
安
全
係

　
１
月
17
日
は
「
防
災
と
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
日
」
で
す
。
平

成
７
年
１
月
17
日
に
発
生
し
た

「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
を
踏

ま
え
、
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
理

解
と
認
識
を
深
め
、
防
災
行
動

力
の
向
上
を
促
進
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
実
現
を
目
指
し
、
市
民
と

行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に

よ
り
、
あ
き
る
野
男
女
共
同
参

画
計
画
「
男
女
共
同
参
画
プ
ラ

ン
」
を
推
進
す
る
た
め
、
委
員

を
公
募
し
ま
す
。

▽
応
募
資
格
　
市
内
在
住
・
在

　
勤
で
男
女
共
同
参
画
の
推
進

　
に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方

▽
募
集
人
数
　
３
人
以
内
（
選

　
考
に
よ
り
決
定
）

▽
任
期
　
平
成
22
年
３
月
か
ら

　
２
年
間
（
予
定
）

▽
謝
礼
　
予
算
の
範
囲
内

▽
会
議
　
隔
月
で
１
回
２
時
間

　
程
度

▽
応
募
方
法
　
原
稿
用
紙
等
に

　
「
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て

　
日
ご
ろ
感
じ
て
い
る
こ
と
」

　
を
テ
ー
マ
に
、
８
０
０
字
程

　
度
に
考
え
を
ま
と
め
、
応
募

　
用
紙
に
住
所
、
氏
名
、
生
年

　
月
日
、
職
業
（
市
内
在
勤
の

　
場
合
は
勤
務
先
）
、
性
別
、

　
電
話
番
号
、
応
募
の
動
機
を

　
記
入
し
、
２
月
１
日
（月）
（
消

　
印
有
効
）
ま
で
に
、
郵
送
す

　
る
か
、
直
接
お
持
ち
く
だ
さ

　
い
。
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で

　
も
応
募
で
き
ま
す
。

▽
そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
応
募

　
書
類
は
返
却
、
公
開
し
ま
せ

　
ん
。
ま
た
、
選
考
結
果
に
つ

　
い
て
は
、
応
募
者
全
員
に
通

　
知
し
ま
す
。
な
お
、
応
募
用

　
紙
は
市
民
課
市
民
相
談
窓
口

　
係
に
あ
り
ま
す
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
市
民
課
市

　
民
相
談
窓
口
係
（
〒
１
９
７

　
―
０
８
１
４
　
二
宮
３
５
０
、

　
直
通
５
５
８
・
１
２
１
６
、

　
　
５
５
８
・
１
１
１
６
、
　

　d
a
n
jo
@
c
ity
.a
k
ir
u

　n
o
.to
k
y
o
.jp

）

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
が
加

入
す
る
制
度
で
す
。
年
金
を
受

け
取
る
に
は
、
保
険
料
を
き
ち

ん
と
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
20
歳
の
誕
生
月
に
な
る
と
日

　
本
年
金
機
構
か
ら
「
国
民
年

　
金
の
ご
案
内
（
加
入
届
）
」

　
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
市

　
役
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

　
さ
い
（
厚
生
年
金
保
険
や
共

　
済
組
合
に
加
入
中
の
方
を
除

　
く
）
。

※
特
例
と
し
て
若
年
者
納
付
猶

　
予
制
度
や
学
生
納
付
特
例
制

　
度
が
あ
り
ま
す
。

▽
窓
口
　
保
険
年
金
課
年
金
係
、

　
五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓

　
口
係

▽
問
合
せ

　●

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０

　
５
７
０
・
05
・
１
１
６
５
、

　
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
03
・
６

　
７
０
０
・
１
１
６
５
）

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
代
表
０

　
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

　
２
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て

５
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
農
林
業

セ
ン
サ
ス
は
、
農
林
業
の
経
営

主
を
対
象
に
経
営
状
況
な
ど
の

調
査
を
行
う
も
の
で
す
。
調
査

の
結
果
は
、
農
林
行
政
の
企
画

立
案
や
中
・
長
期
的
な
国
土
利

用
計
画
と
経
済
計
画
の
策
定
、

地
方
交
付
税
の
算
出
の
基
礎
資

料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
調
査
対
象
と
な
る
お
宅
を
、

都
知
事
か
ら
任
命
さ
れ
た
統
計

調
査
員
が
１
月
下
旬
こ
ろ
か
ら

訪
問
し
ま
す
。
農
林
業
の
現
状

を
知
り
、
未
来
へ
つ
な
げ
る
た

め
の
大
切
な
調
査
で
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
総
務
課
庶
務
係

▽
家
屋
を
新
築
、
増
築
、
取
り

　
壊
し
さ
れ
た
方
へ
　
平
成
21

　
年
中
に
新
築
、
増
築
（
家
屋

　
調
査
済
み
を
除
く
）
し
た
家

　
屋
は
、
固
定
資
産
税
と
都
市

　
計
画
税
（
市
街
化
区
域
内
に

　
限
る
）
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
平
成
21
年
中
に
取
り
壊

　
さ
れ
た
家
屋
は
、
平
成
22
年

　
度
か
ら
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
家
屋
を
新
築
、
増
築
や
取
り

　
壊
し
さ
れ
た
方
は
、
連
絡
し

　
て
く
だ
さ
い
。

▽
償
却
資
産
が
あ
る
方
へ
　
平

　
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、
市

　
内
で
工
場
、
商
店
な
ど
を
経

　
営
し
て
い
る
方
や
、
駐
車
場

　
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
貸
し
付

　
け
て
い
る
個
人
と
法
人
が
、

　
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
て

　
い
る
構
築
物
、
機
械
、
装
置
、

　
備
品
な
ど
は
、
償
却
資
産
と

　
し
て
固
定
資
産
税
の
対
象
に

　
な
り
ま
す
の
で
申
告
し
て
く

　
だ
さ
い
。

　●

申
告
期
限
…
２
月
１
日
（月）

　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

　
除
く
）

　●

そ
の
他
…
新
規
に
事
業
を
始

　
め
た
方
で
申
告
用
紙
が
必
要

　
な
方
は
、
連
絡
し
て
く
だ
さ

　
い
。

▽
連
絡
・
問
合
せ
　
課
税
課
家

　
屋
資
産
税
係

▽
中
小
企
業
振
興
資
金
・
小
口

　
零
細
企
業
保
証
資
金
　
市
内

　
中
小
企
業
者
の
健
全
な
育
成

　
と
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的

　
に
、
商
品
、
原
材
料
、
仕
入

　
な
ど
に
要
す
る
運
転
資
金
や
、

　
機
械
器
具
購
入
な
ど
に
要
す

　
る
設
備
資
金
を
低
利
で
融
資

　
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
市
が
一

　
定
の
利
子
補
給
を
行
い
ま
す

　
（
表
１
）
。

▽
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資

　
金
　
経
営
の
改
善
を
目
指
す

　
方
に
、
商
工
会
長
の
推
薦
で

　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

　
庫
か
ら
、
無
担
保
、
無
保
証

　
人
、
低
利
で
融
資
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
市
が
一
定
の
利
子

　
補
給
を
行
い
ま
す
（
表
２
）
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
商
工
観

　
光
課
商
工
振
興
係
（
直
通
５

　
５
８
・
１
８
６
７
）
、
あ
き

　
る
野
商
工
会
（
☎
５
５
９
・

　
４
５
１
１
）

　
昨
年
行
っ
た
事
前
調
査
で
、

隣
接
し
て
い
る
学
区
の
学
校
に

進
学
さ
せ
た
い
な
ど
の
理
由
で
、

「
指
定
学
校
変
更
希
望
事
前
調

査
票
」
を
提
出
し
た
方
は
、
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
指
定
学
校
の
変
更
を
希
望
す

　
る
方
は
、
相
談
し
て
く
だ
さ

　
い
。

▽
問
合
せ
　
指
導
・
学
務
課
学

　
務
係
（
直
通
５
５
８
・
２
４

　
１
２
）

▽
対
象
　
外
国
人
学
校
（
学
校

　
教
育
法
に
規
定
す
る
各
種
学

　
校
の
う
ち
、
義
務
教
育
年
齢

　
に
該
当
す
る
外
国
人
を
対
象

　
と
し
て
教
育
を
行
う
学
校
）

　
に
通
学
し
て
い
る
児
童
・
生

　
徒
（
平
成
６
年
４
月
２
日
か

　
ら
平
成
15
年
４
月
１
日
ま
で

　
に
生
ま
れ
た
方
で
、
外
国
人

　
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て
い

　
る
方
）
の
保
護
者
で
、
児

　
童
・
生
徒
と
同
一
の
世
帯
に

　
属
し
、
外
国
人
登
録
原
票
に

　
登
録
さ
れ
て
い
る
方

▽
対
象
経
費
　
児
童
・
生
徒
が

　
外
国
人
学
校
に
在
籍
し
た
期

　
間
、
保
護
者
が
納
入
し
た
授

　
業
料
の
一
部

▽
補
助
金
額
　
児
童
・
生
徒
１

　
人
に
つ
き
月
額
２
０
０
０
円

▽
問
合
せ
　
教
育
総
務
課
教
育

　
総
務
係
（
直
通
５
５
８
・
２

　
４
０
６
）

　
市
で
は
、
緑
地
を
保
全
し
、

緑
化
を
推
進
す
る
た
め
、
保
存

緑
地
と
公
開
緑
地
の
指
定
制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。
保
存
や
公

開
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
緑

地
（
樹
林
地
・
樹
木
・
屋
敷

林
・
生
け
垣
）
が
あ
り
ま
し
た

ら
推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定

は
、
市
長
が
必
要
と
認
め
、
所

有
者
な
ど
の
同
意
の
あ
と
、
緑

地
保
全
審
議
会
に
意
見
を
求
め

て
決
定
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
環
境
課
環
境
・
緑

　
化
係

　
不
動
産
に
関
す
る
法
律
、
税

務
、
不
動
産
取
引
な
ど
の
相
談

を
行
い
ま
す
。

▽
日
時
　
１
月
27
日
（水）
　
午
前

　
10
時
〜
午
後
４
時

▽
場
所
　
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ

　
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

▽
相
談
員
　
弁
護
士
、
税
理
士
、

　
宅
地
建
物
取
引
主
任
者

▽
主
催
　
（財）
全
日
本
不
動
産
協

　
会
東
京
都
本
部
多
摩
西
支
部

▽
問
合
せ
　
市
民
課
市
民
相
談

　
窓
口
係
（
直
通
５
５
８
・
１

　
２
１
６
）

文
化
財
火
災
防
御
訓
練

２
０
１
０
年
世
界
農
林
業

セ
ン
サ
ス（
統
計
調
査
）に

　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い

家
屋
を
新
築
、
増
築
、

取
り
壊
し
さ
れ
た
方
は

　
ご
連
絡
く
だ
さ
い

外
国
人
学
校
に
通
学

し
て
い
る
児
童
・
生
徒
の

保
護
者
に
授
業
料
の

　
一
部
を
補
助
し
ま
す

指
定
学
校

　
　
変
更
の
手
続
き

不
動
産
無
料
相
談
会

表２　小規模事業者経営改善資金

中
小
企
業
、
小
規
模

　
事
業
者
の
た
め
の

融
資
制
度
を

　
ご
利
用
く
だ
さ
い

固
定
資
産
税
の
お
知
ら
せ

FAX

保
存
緑
地
と
公
開

　
緑
地
の
指
定
制
度

防
災
と

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間

表１　中小企業振興資金・小口零細企業保証資金

資金使途 融資限度額 償　還　期　間

償　還　期　間

７年以内（うち据置期間１年以内）

10年以内（うち据置期間２年以内）

運転資金 500万円

設備資金

＊運転資金や設備資金を併用の場合、融資限度額は700万円です。

700万円

資金使途 融資限度額

運転資金
1500万円

設備資金

100万円以下の場合は2年以内、

100万円を超える場合は3年以内

（うち据置期間6か月以内）

200万円以下の場合は3年以内、

200万円を超える場合は5年以内

（うち据置期間6か月以内）


